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平成２７年度の活動予定について 

時期 滋賀県立学校いじめ問題調査委員会 滋賀県いじめ問題対策連絡協議会 
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第４回調査委員会(18日) 

● 答申案の最終協議 

答申(27日) 

 

 

第１回会議(5月) 

● H27年度の活動についての協議 

● H26年度施策の実施結果の報告 

● H27年度施策の報告 

 

第２回会議(8月) 

● H28年度予算編成に向けての協議 

 

 

第３回会議(10月) 

● H26年度諸問題調査結果の報告 

● H27年度施策の実施状況の報告 

● 答申案作成に向けての協議 

 

 

 

 

第４回会議(3月) 

● 答申案の最終協議 

答申(3月末) 

 

 

委員の委嘱(4月) 

● 第2期委員の委嘱 

(H28.4.25～H30.4.24) 

 

第１回会議(5月) 

● H28年度の活動についての協議 

● H27年度施策の実施結果の報告 

● H28年度施策の報告 

 

 

 

 

 

 

 

第１回協議会(5月) 

● H26年度施策の実施結果の報告 

● H27年度施策の報告 

● 各機関・団体の取組報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回協議会(11月) 

● H26年度諸問題調査結果の報告 

● H27年度施策の実施状況の報告 

● 各機関・団体の取組報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回協議会(5月) 

● H27年度施策の実施結果の報告 

● H28年度施策の報告 

● 各機関・団体の取組報告 

 

※調査審議が必要ないじめ事案が発生した場合には、その都度諮問し委員会を開催することとする。 

 


